
令和５(2023)年
６月９日(金)
第411号

令和５（2023）年６月９日　金曜日 （497）

告 示
栃木県告示第237号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

担 当 す る
医療の種類

医療法人　博友会　
日光腎クリニック

日光市今市981-１ 医療法人博友会
理事長
下山　博身

令 和 ５

（2023）年
５月１日

育成医療及
び更生医療

腎臓に関す
る医療

医療法人　ホワイト
鬼怒川クリニック

日光市高徳632 医療法人ホワイト
理事長
佐藤　昌司

令 和 ５

（2023）年
６月１日

更生医療 腎臓に関す
る医療

２　薬局
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名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

ひまわり薬局 栃木市大森町444-７ 株式会社エフアンドエフ
代表取締役
藤川　欣洋

令 和 ５

（2023）年
６月１日

育成医療及
び更生医療

中央薬局　長堤店 芳賀郡益子町長堤574-
２

株式会社パワーファーマシー
代表取締役社長
酒井　秀夫

令 和 ５

（2023）年
６月１日

育成医療及
び更生医療

ミライ薬局　小山店 小山市雨ヶ谷752-４ 株式会社Ｌｉｂｒａ
代表取締役
的場　洋一郎

令 和 ５

（2023）年
６月１日

育成医療及
び更生医療

３　訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名
指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーション
孫の手・おやま

小山市城東６-18-17 株式会社孫の手
代表取締役
浦野　幸子

令 和 ５
（2023）年
６月１日

育成医療及
び更生医療

訪問看護ステーション
あやめ真岡東

真岡市荒町３-１-１　
藤田ビル１Ｆ

株式会社ファーストナース
代表取締役
橋本　真奈歩

令 和 ５
（2023）年
６月１日

育成医療及
び更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第238号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

済心ホームクリニック 宇都宮市元今泉７-35-
９

院長　髙木　秀暢 令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療

キブナ薬局 宇都宮市上戸祭町288-
１

有限会社マスヤマメディカル
代表取締役
前橋　要宏

令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療

日本調剤宇都宮薬局 宇都宮市竹林町911-１ 日本調剤株式会社
代表取締役社長
三津原　庸介

令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
デューン高根沢

塩谷郡高根沢町宝石台
３-１-７

株式会社Ｎ・フィールド
代表取締役
森本　立成

令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
ＭＧＫ２４栃木

宇都宮市宮町３-５ 株式会社恵
代表取締役
中出　了輔

令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療
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訪問看護ステーション
グローバルナーシング

宇都宮市吉野２-６-10
ヒガシノビル203号室

グローバ株式会社
代表取締役
吉村　益樹

令 和 ５
（2023）年
４月１日

精神通院医
療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第239号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

つくも薬局万町（有限
会社つくも薬局）

鹿沼市万町937-３ＴＫ
ビル２　１階

有限会社つくも薬局
代表取締役
下妻　和彦

令 和 ５
（2023）年
３月２日

育成医療及
び更生医療

カワチ薬局　大平店 栃木市大平町下皆川
2105-28（栃木市大平
町下皆川299-１）

株式会社カワチ薬品
代表取締役
河内　伸二

令 和 ２
（2020）年
９月12日

育成医療及
び更生医療

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

訪問看護ステーション
こころの和

那須烏山市金井２-18-
３（那須烏山市金井
２-12-９）

株式会社リージョンリンク
代表取締役
阿島　武志

令 和 ５
（2023）年
３月１日

育成医療及
び更生医療

訪問看護ステーション
ＡＺＡＳＵ

小山市神鳥谷２-21-15
（小山市間々田2423-
15　愛宕204号室）

株式会社ＭｏＳｉＭｏＳｉ
代表取締役
上野　眞宣

令 和 ４
（2022）年
12月１日

育成医療及
び更生医療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第240号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名
変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

とちぎ訪問看護ステー
ションたかねざわ

塩谷郡高根沢町光陽台
３-15-１（塩谷郡高根
沢町宝積寺 2426-８
パークタウン高根沢
104）

公益社団法人栃木県看護協会 令 和 ５
（2023）年
３月１日

精神通院医
療

訪問看護ステーション
こころの和

那須烏山市金井２-18-
３（那須烏山市金井

株式会社リージョンリンク 令 和 ５
（2023）年

精神通院医
療
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２-12-９） ３月１日

訪問看護ステーション
花みずき

宇都宮市上戸祭３-３-
24ＫＳハイツⅢ101号
（宇都宮市宝木本町
1153-２）

株式会社在宅支援ネットワー
ク

令 和 ５

（2023）年
２月１日

精神通院医
療

アイリブ訪問看護ス
テーション

塩谷郡高根沢町光陽台
５-２-13（塩谷郡高根
沢町宝石台２-１-１）

合同会社リビングアーティス
ト

令 和 ５

（2023）年
３月１日

精神通院医
療

※変更年月日欄を除く表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第241号
　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　解除予定保安林の所在場所
鹿沼市上粕尾字大叶1382-１（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的
土砂の流出の防備

３　解除の理由
道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅱ
１　解除予定保安林の所在場所
鹿沼市上粕尾字会所平1088-１・1088-９（以上２筆について、次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的
水源の涵

かん

養
３　解除の理由
道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）
Ⅲ
１　解除予定保安林の所在場所
鹿沼市上粕尾字横根1100-２（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的
水源の涵養

３　解除の理由
道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。）
（森林整備課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第242号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年６月９日から同年７月10日まで
一般の縦覧に供する。
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　　令和５（2023）年６月９日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　矢又大内線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

232

前Ａ
那須郡那珂川町大内字木戸709-１から
那須郡那珂川町大内字木戸998-２まで

11.0 ～ 22.0 115.2

前Ｂ
那須郡那珂川町大内字木戸709-１から
那須郡那珂川町大内字木戸998-２まで

6.4 ～ 16.3 126.9

後
那須郡那珂川町大内字木戸709-１から
那須郡那珂川町大内字木戸998-２まで

11.0 ～ 22.0 115.2

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第243号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年６月９日から同年７月10日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 294 号 那須烏山市滝田字五郎山下1401-１から
那須烏山市中山字大道西141-１まで

令和５（2023）年
６月９日

232 一 般 県 道
矢 又 大 内 線

那須郡那珂川町大内字木戸700から
那須郡那珂川町大内字木戸998-２まで

令和５（2023）年
６月９日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第244号
　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の規定により電線共同溝を整
備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道路の種類 路 線 名 区 間

県 道 西那須野停車場線

那須塩原市五軒町112-25から
那須塩原市五軒町110-１までの上り線

那須塩原市五軒町114-23から
那須塩原市五軒町116-1の下り線

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○都市計画の構想に関する公聴会の開催
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定に基づき区域区分の変更に関する公聴会を開催す
るので、都市計画に関する公聴会運営要領（昭和44年栃木県告示第642号。以下「要領」という｡）第２条の規
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定により次のとおり公告し、同条第３号の都市計画の構想に係る図書を栃木県県土整備部都市計画課、関係土
木事務所及び関係市町において令和５（2023）年６月９日から同月23日まで縦覧に供する。
　なお、要領第３条の規定により、当該都市計画の構想について意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに
知事に意見申出書を提出することができる。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　公聴会の日時及び場所

都 市 計 画 区 域 関係市町 関係土木事務所 日 時 場 所

宇都宮都市計画区域 壬生町 栃木土木事務所 令和５（2023）年７月18日
（火）午後６時30分から

壬生町落合３-５-３
壬生町生涯学習館
（１階講堂）

小山栃木都市計画区域 小山市 栃木土木事務所 令和５（2023）年７月20日
（木）午後６時30分から

小山市中央町１-１-１
小山市役所本庁舎
（４階403会議室）

２　都市計画の構想
⑴　宇都宮都市計画区域
ア　構想の名称
宇都宮都市計画区域区分

イ　対象となる土地の区域
壬生町大字中泉字西原、字栃木道及び字山ノ上の各一部

⑵　小山栃木都市計画区域
ア　構想の名称
小山栃木都市計画区域区分

イ　対象となる土地の区域
小山市大字鉢形の一部

３　その他
　縦覧期間満了の日までに、意見申出書の提出がない場合及び意見申出書を提出した者のうちに公述人とな
る意思を有する者がいない場合は、公聴会を開催しないものとする。
　なお、傍聴を希望する者は、公聴会の開催の有無について、あらかじめ、栃木県県土整備部都市計画課計
画担当（電話028-623-2465）に問い合わせること。

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　栃木県庁本庁舎ＬＥＤ照明器具等賃貸借　一式
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　令和６（2024）年４月１日から令和16（2034）年３月31日まで
（契約期間は、契約日から令和16（2034）年３月31日までとし、借入開始までは工事等の準備期間とす
る。）

⑷　借入場所　栃木県本庁舎
議会議事堂、本館、東館、南館、研修館、昭和館、本庁舎外構部
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公館、北第二別館、西別館
⑸　その他
ア　本借入は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２に規定する総合評価一般競争
入札の方法により行うものである。
イ　本借入は、単独企業と共同企業体との混合入札による。ただし、単独企業または共同企業体いずれか
での参加に限る。また、共同企業体の構成員は、本入札において他の共同企業体の構成員となることは
できない。

２　入札に参加する者（以下「入札参加希望者」という。）に必要な資格
⑴　地方自治法施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「Ｐその他サービス」、小分類
「２リース、レンタル」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　入札参加申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22（2010）
年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　賃貸借又はＥＳＣＯ事業等により、１契約あたり５,000灯以上の照明器具の一斉ＬＥＤ化を行った実
績を有すること。
⑸　共同企業体は最大３者によるものとし、その構成員にあっては、次に示す各々の役割分担を明確にする
こと。なお、同一の構成員が複数の役割に当たることを妨げない。
ア　事業役割
イ　施工監理役割
⑹　共同企業体の構成員は以下の要件を満たすものであること。
ア　代表構成員は、上記要件のうち⑴～⑷を満たし、⑸ア事業役割を担うこと。
イ　その他の構成員は⑴、⑶の要件を満たした上で、役割に応じて以下の要件を満たす者であること。
ア　⑸ア事業役割を担う構成員は、⑵の要件を満たすこと。
イ　⑸イ施工監理役割を担う構成員は、栃木県建設工事入札参加資格者名簿に電気工事（Ａランク）と
して登録されている者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する課の名称等
〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田１丁目１番20号
栃木県経営管理部　管財課　管理担当　電話　028-623-2189

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和５（2023）年６月９日（金）から同月27日（火）まで入札情報システム上で公開する。なお、来庁
による交付の場合は、同期間（土曜日及び日曜日を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午
後５時まで⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法
　令和５（2023）年７月20日（木）午後４時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、
紙による入札参加の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）にあっては、⑴の場所に郵送（書留郵
便、指定期日必着）又は持参により同期限までに提出すること。
イ　開札の日時及び場所
令和５（2023）年８月２日（水）　午前10時　栃木県経営管理部管財課

⑷　入札方法
１⑴の件名で総価で入札に付する。

⑸　入札書の記載方法等
　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分
の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨て
るものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する
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こと。
　なお、単年度でなく、契約期間全体の金額で記載すること。
⑹　その他
ア　提出された入札書は、引換え、変更または取消しを認めないものとする。
イ　入札を辞退する場合は、入札書の提出期限までに入札辞退届を電子入札システムにより提出するこ
と。提出期限までに入札書が電子入札システムに記録されない場合は、入札を辞退したものとみなす。

ウ　評価項目算定資料の提出

　入札者は、価格以外の評価を行うために、令和５（2023）年７月21日（金）までに次に掲げる資料を
提出すること。
　ア　執務室に採用する照明器具（別記様式３、添付資料）
　イ　評価項目提案書（別記様式４、添付資料）

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項
ア　この入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書、賃貸借（業務）実績調書（別記様式
１）、添付書類を、令和５（2023）年６月27日（火）午後４時までに電子入札システムにより提出し、
審査を受けなければならない。なお、添付書類の容量が３MBを超える場合又は提出する書類の特性上
電子化できない書類が含まれている場合には、電子入札システムで栃木県物品等電子調達運用基準（令
和３（2021）年４月１日施行）に定める提出書類通知書（様式２）を提出することにより、当該添付書
類の郵送（書留郵便による。３⑴の場所に指定期日必着とする。）又は持参による提出ができるものと
する。この場合、提出書類の一式を郵送又は持参するものとし、電子入札システムによる提出との分割
はできないものとする。
イ　共同企業体は、競争参加資格確認申請書と併せて、特定共同企業体入札参加資格審査申請書（別記様
式２）、共同企業体協定書の写し及び委任状を提出すること。
ウ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。
なお、提出された書類等については、返却しない。

⑷　審査
ア　入札参加希望者が提出した競争参加資格確認申請書等について審査し、その結果は、電子入札システ
ムにより、令和５（2023）年６月29日（木）までに入札参加希望者に伝えるものとする。
イ　入札参加資格の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とす
る。

⑸　入札の無効
　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した
入札書、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに掲げる入札に係
る入札書、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲でない入札書、栃木県物品等電子調達実施要領（令和
３（2021）年４月１日施行）第19条に掲げる入札書及び紙入札者の入札書で、提出期限までに指定した場
所に到着しない入札書は、無効とする。
⑹　落札者決定基準
ア　落札者は、価格点と評価点を合計した総合評価点が最も高い者について決定する。
イ　上記において、総合評価点の最も高い者が２者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決
定する。
ウ　価格点及び評価点の配点は次のとおりとする。
　ア　価格点　100点
　イ　価格以外の評価点　40点
エ　価格点は次のとおり算定する。
価格点＝100×（１－（入札金額÷入札予定価格））【小数点以下第３位四捨五入】
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オ　価格以外の評価点は、入札者が提出した評価項目算定資料（添付書類を含む。）により、評価項目算
定資料の提出日現在において、入札説明書記載の評価方法に基づいて算定した評価点の合計とする。

⑺　契約書作成の要否　要
⑻　紙による入札参加承諾等の基準
栃木県物品等電子調達実施要領及び栃木県物品等電子調達運用基準の定めによる。

⑼　その他
　詳細は、入札説明書によるほか、電子調達に関し必要な事項は、栃木県物品等電子調達実施要領及び栃
木県物品等電子調達運用基準の定めるところによる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
LED lights including replacement of fluorescent lighting equipment in Tochigi Prefectural　
Government Buildings (1set)

⑵　Time and Date of bidding:
4:00PM, July 20, 2023

⑶　Information is available at: 
Management Section,
Property Management Division,
Department of Administration and Management,
Tochigi Prefecture
1-1-20 Hanawada, Utsunomiya, Tochigi 320-8501
TEL 028-623-2189
E-mail kanzai-kanri@pref.tochigi.lg.jp

（管財課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○入札公告（特定調達公告）
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県県北家畜保健衛生所長　　宇　佐　美　　佳　　秀　　
１　入札に付する事項
⑴　購入等件名及び予定数量　豚熱生ワクチン50頭分一式　7,590本
⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　納入期間　契約締結日から令和６（2024）年３月31日
⑷　納入場所　栃木県県北家畜保健衛生所（栃木県那須塩原市千本松800-３）
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、大分類「医療、薬品類」小分類「薬
品」の入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　入札参加申請日から開札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22（2010）
年３月12日付け会計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等
〒329-2747　栃木県那須塩原市千本松800-３
栃木県県北家畜保健衛生所　防疫第一課
電話0287-36-0314

⑵　入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法
　令和５（2023）年６月９日から同年７月10日まで入札情報システム上で公開する。なお、来庁による交
付の場合は、同期間（土曜日、日曜日及び祝日を含む場合にあっては祝日を除く。）の午前９時から正午
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まで及び午後１時から午後４時まで、⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
ア　入札書の提出期限、提出場所及び提出方法　令和５（2023）年７月20日午後４時までに、電子入札シ
ステムにより提出すること。ただし、紙による入札参加の承諾を得たもの（以下「紙入札者」とい
う。）にあっては、⑴の場所に郵送（書留郵便）又は持参により同期限までに提出すること。
イ　開札の日時及び場所　令和５（2023）年７月21日午前10時　栃木県県北家畜保健衛生所防疫第一課
⑷　入札方法　１の⑴の件名で単価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等
　入札金額については、１本当たりの単価を記入すること。なお落札決定に当たっては、入札書に記載さ
れた金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず、契約を希望する金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ま
た、入札書に記載する金額は小数点以下切り捨てとする。

４　その他
⑴　契約の手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札者に要求される事項
ア　この入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書を令和５（2023）年７月10日午後４時ま
でに電子入札システムにより提出し、審査を受けなければならない。
イ　提出書類の作成及び提出に係る費用は、入札に参加しようとする者の負担とする。
なお、提出された書類等については、返却しない。

⑷　審査
ア　栃木県県北家畜保健衛生所長が審査し、その結果は電子入札システムにより、令和５（2023）年７月
13日までに入札参加希望者に伝えるものとする。
イ　入札参加資格の確認の結果、入札参加を可とした入札者が提出した入札書のみを落札決定の対象とす
る。

⑸　質疑及びその回答について
ア　仕様書等に対する質問がある場合には、質問書様式により、令和５（2023）年６月20日午後４時まで
に電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札者は、メール又は郵送により提出すること。
イ　質問の内容及び回答は、令和５（2023）年６月27日までに電子入札システム上で公開する。
⑹　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書、栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号。以下「規則」という。）第156条第３
号から第７号までに掲げる入札に係る入札書、栃木県物品等電子調達実施要領（令和３（2021）年３月26
日付け会管第460号。以下「電子要領」という。）第19条に掲げる入札書及び紙入札者の入札書で、提出期
限までに指定した場所に到着しない入札書は、無効とする。
⑺　落札者の決定方法
ア　⑷の審査により落札決定の対象となった入札書を提出した入札者であって、規則第154条の規定に基
づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ　落札となるべき同価の入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより、落札者を決定するも
のとする。

⑻　契約書作成の要否　要
⑼　紙による入札参加承諾等の基準　電子要領及び栃木県物品等電子調達運用基準（令和３（2021）年３月
26日付け会管第451号。以下「運用基準」という。）の定めによる。
⑽　その他　詳細は、入札説明書及び栃木県公共調達等入札事務処理要領によるほか、電子調達に関し必要
な事項は、電子要領及び運用基準の定めるところによる。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
CSF live vaccine 50dose-approx. 7,590pcs
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⑵　Time and Date of bidding:
4:00 pm, July 20, 2023

⑶　Information is available at:
Supplies Procurement Section, Northern Livestock Health and Hygiene Center,
Tochigi Prefecture
800-3 Senbonmatsu, Nasushiobara, Tochigi 329-2747
TEL 0287-36-0314
E-mail:kenpoku-khe@pref.tochigi.lg.jp

（畜産振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年６月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①県広報テレビ番組の制作及び放送委託業務（とちぎかわら版）一式　②栃木県総合政策部広報課　栃木
県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和５（2023）年４月１日　⑤株式会社とちぎテレビ　栃木県宇都
宮市昭和２-２-2　⑥61,743,000円　⑦随意契約　⑨特例政令第11条第１項第１号
２　①県広報テレビ番組の制作及び放送委託業務（県政ひとくちメモ外）一式　②栃木県総合政策部広報課　
栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和５（2023）年４月１日　⑤株式会社とちぎテレビ　栃木県
宇都宮市昭和２-２-2　⑥219,203,985円　⑦随意契約　⑨特例政令第11条第１項第１号
３　①栃木県行政情報ネットワーク保守管理業務一式　②栃木県経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課　栃木県宇
都宮市塙田１-１-20　③購入等　④令和５（2023）年４月１日　⑤東日本電信電話株式会社埼玉事業部栃木
支店　栃木県宇都宮市東宿郷４-３-27　⑥53,526,000円　⑦随意契約　⑨特例政令第11条第１項第２号
４　①共通基盤システムデータ移行業務委託一式　②栃木県警察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１-
１-20　③購入等　④令和５（2023）年４月10日　⑤日本電気株式会社宇都宮支店　栃木県宇都宮市馬場通
り２-１-1　⑥165,753,280円　⑦随意契約　⑨特例政令第11条第１項第２号

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ページ 行 正 誤

125
下から
17～下
から16

同年９月10日（日）までの間におい
て、１級及び２級のとび職種につい
ては令和５（2023）年９月 10 日
（日）から同年10月30日（月）まで
の間において、

同年９月10日（日）までの間におい
て、

令 和 ５
（2023）年
第384号

10

１、２級及び単一等級　令和５
（2023）年９月29日（金）
１級及び２級のとび職種　令和５
（2023）年10月31日（火）

１、２級及び単一等級　令和５
（2023）年９月29日（金）
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13

同年９月29日（金）付け、１級及び
２級のとび職種は同年 10月 31日
（火）付け

同年９月29日（金）付け

18
同年９月29日（金）付け、１級及び
２級のとび職種は同年 10月 31日
（火）付け

同年９月29日（金）付け

　───────────────────────────────────────────────
　


